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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　当社代表取締役社長下津弘享は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社は、「財務

報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ

いて（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており

ます。

　なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定し

ていなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等固有の限界を有しております。

そのため、内部統制は、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発

見することができない可能性があります。

 

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　当社グループは、当連結会計年度の末日である平成28年３月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と

認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し、評価を実施しました。

　財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し必要な範囲を評価

の対象といたしました。

　本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

い、その結果も考慮し、評価対象とする業務プロセスを最終的に決定しております。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統

制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

　評価範囲の決定に関しては、当社及び連結子会社の財務報告の信頼性に対する金額的及び質的影響の重要性という観

点から必要な範囲を決定しております。当社及び連結子会社７社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏

まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。

　業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額を基準として、当連結会計年度の連結売上高の概ね２／３の割合に達する事業拠点を重要な事業拠点として

選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛

金、及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象とし、さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を

伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、財務

報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価範囲に追加しております。

 

３ 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不

備に該当すると判断した。従って、平成29年３月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判

断いたしました。

 
記

 
当社の連結子会社であるiconic storage株式会社（以下「ico社」）において、架空の売上、原価の計上及び当該架空

取引に係る資金移動ならびに取引先からの架空請求に紐づく不正な支出が度々行われていたことが判明しました。

そのため、当社は平成29年５月26日付で、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部専門家から構成される第三者

委員会に委嘱し、被害金額を含む不正行為の真相解明、原因の究明、再発防止策等を検討しました。また、第三者委員

会によるico社の調査の過程で、当社の連結子会社である株式会社バディネット（以下「BN社」）においても、不適切な

会計処理が疑われる取引があることが判明したため、当該事象につきましても第三者委員会の調査の対象となりまし

た。

当社は、平成29年７月28日、第三者委員会よりico社およびBN社の調査結果を記載した調査報告書を受領いたしまし

た。調査報告書による事実認定は以下の通りです。

①　ico社において、架空の売上、原価の計上及び当該架空取引に係る資金移動ならびに取引先からの架空請求に紐づ

く不正な支出が度々行われていた。

②　BN社の取引先を利用する形で、架空の売上原価・営業費用を計上し、利益を不当に減少させる等不適切な会計処

理が行われていた。
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これに伴い当社は、当該取引についての会計処理を修正することとし、不正行為ならびに不適切な会計処理による影

響額を調査したうえ、平成28年３月期の有価証券報告書および平成29年３月期第１四半期から平成29年３月期第３四半

期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

これらの事実は、当社の全社的な内部統制において、コンプライアンス意識の浸透や内部統制活動が十分でなかった

こと、当社グループ各社に対する監査機能が不十分であったこと等により発生したものであると認識しております。

以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当す

ると判断いたしました。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、第三者委員会による調査等によって特定され、す

べて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。上記事実の特定は当連結会計年度末日以降となったため、当該開

示すべき重要な不備を連結会計年度末日までに是正することができませんでした。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会による提言を受けた経営体制の見直し、全

社的なコンプライアンス意識醸成の取り組み、内部監査体制の整備、再発防止策の遵守状況に関するモニタリング等の

再発防止策を策定し順次実施してまいります。

 
４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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